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令和６年度産業振興部定期監査の結果に基づき、市長から措置を講じた旨の
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令和６年度産業振興部定期監査指摘事項等措置報告書 

指 摘 事 項 等 措 置 状 況 

１ 収入事務 

⑴ 農業研修センター使用料につい

て、現金の払込みが遅延していたも

のが見受けられたので、熊谷市会計

事務規則第２６条に基づき適正な

事務処理を行うべきである。 

【農業政策課】

 

⑵ 就業改善センター電柱等使用料

の納付時期について、前納されてい

なかったので、熊谷市行政財産の使

用料に関する条例第４条に基づき

適正な事務処理を行うべきである。

また、納期限が調定の日から２０日

以内になっていなかったので、熊谷

市会計事務規則第２１条に基づき

適正な事務処理を行うべきである。 

 【農業政策課】

 

２ 支出事務 

指摘事項なし。 

 

３ 契約事務 

指摘事項なし。 

 

４ 補助金 

シルバー人材センター推進事業

補助金について、実績報告書の収受

日が、シルバー人材センター推進事

業補助金交付要綱第５条に定める

期限を大幅に超過していたので、交

付要綱に基づき適正な事務処理を

行うべきである。【企業活動支援課】 

 

１ 収入事務 

⑴ 農業研修センターの使用料につ

いて、今後は、現金の払込みの遅延

がないよう複数人による確認を徹

底し、熊谷市会計事務規則に基づく

適正な事務処理を行う。  

【農業政策課】

 

⑵ 就業改善センター電柱等使用料

について、令和７年度は、納期限を

２０日以内に設定した納付書を４

月に発送した。今後も、熊谷市行政

財産の使用料に関する条例及び熊

谷市会計事務規則に基づき、適正な

事務処理を徹底する。 

【農業政策課】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 補助金 

実績報告書を当該補助金交付要綱

に定められた期限までに収受するた

め、要綱に則した進行管理簿を作成す

るとともに、複数人で事務の進捗状況

を確認し、適正な事務処理を徹底して

いく。     【企業活動支援課】 

 

 



 

５ 負担金 

指摘事項なし。 

 

６ 工事 

指摘事項なし。 

 

７ 財産管理 

⑴ 公印の備品登録漏れがあったの

で、熊谷市物品管理規則第１９条に

基づき適正な事務処理を行うべき

である。      【農業政策課】 

 

⑵ すでに廃棄された備品が台帳に

掲載されていたので、熊谷市物品管

理規則第２６条に基づき適正な事

務処理を行うべきである。 

【商業観光課、農業政策課】

 

８ その他 

⑴ 「雪くま」のれん会について、「雪

くま」販売促進ＰＲ事業補助金交付

要綱第８条に定める確定通知書が

作成されていなかったので、適正な

事務処理を行うべきである。 

【商業観光課】

 

⑵ 準公金の預金通帳等の管理につ

いて、協議会等の預金通帳と届出印

が同じ場所で管理されていたので、

熊谷市準公金取扱要綱第６条第１

項第５号に基づき適正な管理を行

うべきである。   【農業政策課】                 

 

 

 

 

 

 

 

７ 財産管理 

⑴ 指摘された公印の備品登録を行

った。今後は、熊谷市物品管理規則

に基づく適正な事務処理を徹底す

る。       【農業政策課】 

 

⑵ 廃棄済みの備品について、備品台

帳から削除した。今後は、熊谷市物

品管理規則に基づく適正な事務処

理を徹底する。 

【商業観光課、農業政策課】

 

８ その他 

⑴ 「雪くま」販売促進ＰＲ事業補助

金交付要綱第８条に基づく適正な

事務処理を行うよう徹底した。 

【商業観光課】

 

 

 

⑵ 協議会等の預金通帳と届出印は

別の場所で保管し、熊谷市準公金取

扱要綱第６条第１項第５号に基づ

く適正な管理を行うよう周知徹底

した。      【農業政策課】 

 


